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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成３１年１月１１日 １４時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港 

 鹿児島港谷山２区東防波堤灯台から真方位３０１°１.５海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°２９.７′ 東経１３０°３０.９′） 

事故の概要 漁船海
かい

喜
き

丸は、航行中、プロペラ点検用ののぞき
．．．

窓から海水が流入

し、後部甲板に海水が滞留して沈没した。 

事故調査の経過  平成３１年２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質、 

機関、出力、進水等 

 

漁船 海喜丸、３.９２トン 

ＫＧ３－３８５６６（漁船登録番号）、個人所有 

９.５０ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１８３.９kＷ、昭和５６年１２月８日 

第２９５－３４１２３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年１１月８日 

  免許証交付日 平成２７年１０月１５日 

         （令和２年１１月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船内機等に濡損（全損） 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成３１年１月１１日０９時００

分ごろバッテリー充電の目的で、係留地である鹿児島港谷山区を出航

して同港マリンポートかごしま沖を航行しながら魚群探知機等を作動

させたりした後、１３時００分ごろ帰航することとした。 

 船長は、鹿児島港谷山２区東防波堤灯台を過ぎたあたりで、船首が

ふだんより上がっているような感じがして後ろを見ると、後部甲板に

海水が滞留していることに気付き、船尾甲板下にあるプロペラ点検用
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ののぞき
．．．

窓（以下「本件窓」という。）を確認したところ、本件窓の

蓋を支えているボルト４本全てが取れて、海水が流入し、滞留してい

るのを認めた。 

船長は、ビルジポンプを始動して排水を開始したものの、排水作業

が追いつかない状況であったが、係留地が近かったので、帰航するこ

ととし、船尾区画内に海水が流入しないように減速して航行した。 

本船は、係留地に戻り、係留索を取ったところで、１４時００分ご

ろ船首部が海面上に突き出る状態で沈没した。 

船長は、船首部から岸壁に這
は

い上がり、海上保安庁に本事故の発生

を通報した。 

船長は、桜マークの付いた救命胴衣を着用していた。 

本船は、船長が手配したクレーン船により陸揚げされ、本件窓の蓋

を支えているボルトが腐食により折損し、脱落したことが判明した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、本件窓の蓋を支えているボルトが腐食して不具合が生じて

いるとは思わなかったので、発航前点検では上から本件窓の蓋が閉ま

っているかを確認するだけで、定期的にボルトを回してまで点検しな

かった。 

本船は、平成３０年２月に検査を受けていたが、特に何も指摘され

なかった。 

本船は、本事故当時、船尾の喫水が約０.４ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、本件窓の蓋を支えているボルトの腐食状況が定期的に確認

されておらず、ボルトが腐食により折損して脱落したことから、本件

窓から海水が流入し、後部甲板に海水が滞留して沈没したものと考え

られる。 

船長は、本件窓の蓋を支えているボルトが腐食して不具合が生じて

いるとは思わなかったことから、発航前点検では上から本件窓の蓋が

閉まっているかを確認するだけで、定期的にボルトを回してまで点検

しなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本件窓の蓋を支えているボルトの腐食状況が定

期的に確認されておらず、ボルトが腐食により折損して脱落したた

め、本件窓から海水が流入し、後部甲板に海水が滞留して沈没したも

のと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・プロペラ点検用ののぞき
．．．

窓の蓋を支えているボルトの腐食状況を
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定期的に確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 


